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１．はじめに

１．１ 障害幼児の就学にかかわる制度の変化
2013年8月の学校教育法施行令改正により，障害の

ある児童生徒等の就学先決定の仕組みが改められた。
従来の就学制度は，障害のある児童生徒等は原則特別
支援学校に就学し，適切な教育を受けることができる
特別の事情があると認める者のみ市町村の設置する小
学校等へ就学できるという認定就学者制度であった。
しかし改正後は，障害のある児童生徒等は原則市町村
の設置する小学校等に就学し，市町村教育委員会が障
害の状態や教育上必要な支援，体制等の事情を勘案し
て適当と認める場合特別支援学校へ就学するという認
定特別支援学校就学者制度となった。この法改正は，
2006年12月に国連総会で採択された「障害者の権利
に関する条約」の批准に向けた改正として位置づいて
おり，同条約24条において示されている「障害者を
包容するあらゆる段階の教育制度」の構築を指向する
ものの一つである。これについては，学校教育法施行
令改正に先立ち，2011年 8 月に障害者基本法の一部
改正が行われている。同法第16条第 1項では，障害
者の教育について，その能力に応じ，かつ特性を踏ま
えて教育が受けられるように，可能な限り障害者でな
い児童生徒と共に教育を受けられるように配慮するこ
とが文言に加えられた。さらに，第 2項として障害の
ある児童生徒等とその保護者に十分な情報提供をする
こと，可能な限り意向を尊重しなければいけないこ
と，等の規定が整備された。この障害者基本法第16
条第 1項と第 2項は，新しい障害のある児童生徒等の

就学相談・就学先決定の仕組みの前提となる法規定と
されている（丹野，2016）20）。この法改正と並行して，
中央教育審議会初等中等教育分科会（以下，中教審）
では，「共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育
システム構築のための特別支援教育の推進（報告）」
が取りまとめられた3）。この報告では，就学先決定の
仕組みについて「（省略）従来の就学先決定の仕組み
を改め，障害の状態，本人の教育的ニーズ，本人・保
護者の意見，教育学，医学，心理学等専門的見地から
の意見，学校や地域の状況等を踏まえた総合的な観点
から就学先を決定する仕組みとすることが適当であ
る」とされた（中央教育審議会初等中等教育分科会，
2012）3）。これを踏まえて上述にあるように学校教育
法施行令が改正されている。就学先決定にかかる手続
きの変化を図 1に示す。
この大きな法改正に伴い，就学手続きに関わる関係
者が，改正の趣旨を十分に理解し，円滑に障害のある
児童生徒等の就学手続きを行えるようにするために，
文部科学省は2013年に「教育支援資料」を取りまと
め，公開している（文部科学省，2013）13）。「教育支
援資料」では，就学相談・就学先決定のモデルプロセ
ス（以下，就学先決定プロセス）として①関係者の心
構えと関係者に求められること，②検討に向けた準
備，③就学先の検討，④就学先の決定，⑤「学びの
場」の柔軟な見直し，⑥教育相談体制の整備が示され
ている（文部科学省，2013）13）。この就学先決定プロ
セスには，検討に向けた準備から「学びの場」の柔軟
な見直しまでの就学手続きに加えて，関係者の心構え
というソフト面と教育相談体制の整備というハード面
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の就学先決定における環境についても記されている。
①関係者の心構えと関係者に求められることを除く各
項目に記されている内容の例を表 1に表す。

１．２  就学先決定に関わる教育機関による障害幼児
への早期支援

新しい就学制度での就学先決定に際して，文部科学
省（2013）では，障害のある子供の教育に当たって，
一人一人の教育的ニーズに応じた指導を行うことが必
要としており，就学先の決定においては早期からの相
談が重要としている13）。また，中央教育審議会初等中
等教育分科会（2012）においても，早期からの継続し

た教育相談・支援を行うことにより，本人・保護者に
十分な情報提供をするとともに，幼稚園等における教
育的ニーズと必要な支援の共通理解ができ，保護者の
障害受容やその後の円滑な支援につなげること，本
人・保護者と市町村教育員会，学校等が合意形成を
図っていくことが重要としている3）。このような早期
からの継続した教育相談・支援の場として，小林ら
（2001）は，早期からの「ことばの教室」を挙げてお
り，障害にとどまらない相談の場や安心する場として
保護者に位置づいていたことを明らかにしている10）。
平澤（2011）は，市区町村教育委員会が，地域の保育
所や幼稚園に在籍する発達障害のある幼児を対象とし
た，幼児ことばの教室などの発達支援のための教室
（以下，支援教室）が，教育の場にあることで利用し
やすく，保護者や保育者の見通しを促進し，気づきか
ら支援へ，そして就学へとつなぐ土台づくりに資する
働きがあることを述べている4）。さらに，金曽ら
（2006）は，乳幼児期の「ことばの教室」担当者が相
談の流れの中で保護者に小学校の見学を進める際に
も，小学校の担当者を知っているために紹介しやすい
ことや小学校の特殊学級（現特別支援学級）担当者も
担当児の幼児期の情報を知ることができ，幼児期の療
育から一貫した連続性のある指導を行えるとしている
8）。他にも支援教室が教育委員会による支援であるこ
とから，特に幼・小の担当者が一つの教室にいること
で，学校へのスムーズな入学につながる準備体制づく
りに関わる（高畑，2017）18），幼児期と学齢期の支援
に一貫性をもたせることが可能となる（笹森ら，
2010）17）等がいわれている。このことから，支援教
室は，早期から継続した相談・支援を提供する場とし
て位置づいており，さらに教育委員会による支援であ
ることも乗じてスムーズな就学につながる働きがある
と考えられる。早期からの教育相談・支援の場として
支援教室を考えていく場合，小林ら（2001）は，支援
教室もその地域ですでに機能している早期療育システ
ムの一翼を担うことになるため，地域の早期療育シス
テムを明らかにしなくてはならないことを指摘してい
る10）。地域の早期療育システムの取り組みとしては，
保健機関（保健所，保健センター等），福祉機関（児
童相談所，子育て支援センター，児童発達支援等），
医療機関（病院等）に加え，幼稚園，保育所，認定こ
ども園等の幼児に関わる施設等があげられる。地域の
障害幼児への早期支援システム（小林ら（2001）でい
う早期療育システム10））について税田（2012）は，支
援の在り方は各自治体の方針や利用可能な社会資源の
有無などによりさまざまで，各地の取り組みはまだ試

図１ 改正前（上）と改正後（下）の就学先決定の手続き
（中央教育審議会初等中等教育分科会（2012）より引用）

プロセス 内容

検討に向けた
準備

保護者への事前の情報提供，特別な支援
が必要な幼児の把握，就学に関するガイ
ダンス

就学先の検討
保護者面談，子供に関する情報の収集，
学校見学や体験入学，教育的ニーズ等の
検討，個別の教育支援計画等の作成

就学先の決定 市町村教育委員会による就学先の決定，
通知の発出

「学びの場」の
柔軟な見直し等

継続的な教育相談の実施，就学先の検
討・変更

教育相談体制の
整備

教育相談体制の整備，早期からの支援体
制の充実
（文部科学省（2013）を参考に筆者が作成）

表１ 就学先決定プロセス
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行錯誤の段階にあると指摘している16）。実際に，未就
学児の早期支援システムとしては，教育支援の早期化
の試みの他にも母子保健から療育，そして教育へと支
援をつなぐ試み（税田，2012）16）や，児童発達支援セ
ンターが中心となって教育機関に障害幼児をつなぐ試
み（宮田，2015）11）などが見られる。このように様々
な機関が関わり合って障害幼児への早期支援システム
が構築されている中で，渥美ら（2010）は，早期から
の相談・支援について，一貫性があり効率的で，発達
障害のある子供や保護者にとって利便性の高い支援の
方策を考えていく必要があり，各市町村は関係諸機関
の連携体制・ネットワークを有効に機能するように整
備する必要があると述べている2）。関係機関との連携
の必要性に対しては，早期支援システムの出口と考え
られている義務教育就学（竹之内ら，2016）19）におい
ても例外ではない。文部科学省（2013）では，就学先
決定において，各関係機関が相互に密接な連携をとる
ことが必要としており，就学先決定プロセスでも「検
討に向けた準備」「就学先の検討」「教育相談体制の整
備」等いくつかの項目に関係機関との連携に関わる文
言が明記されている13）。さらに，各関係機関の連携が
取れていない状態では，保護者に対して，相談先が分
からない，子どもの教育的ニーズを誤解してしまう，
知っておくべき情報の偏りや漏れ，繰り返し異なる機
関に出向く負担感が生じる，とされており，結果的に
適切な教育や必要な支援を十分に享受できない可能性
が出てくることを指摘している（文部科学省，2013）13）。
就学時における関係機関との連携については，平澤
（2011）も，障害のある子供の就学をスムーズにするた

めには，幼児や保護者が必要とする支援に関する情報
を地域の園や学校，教育・福祉・地域保健行政の担当
者と共有する必要があるとしている4）。そして，この各
機関をつなぐ役割が期待できる取り組みとしても，上
述にある支援教室が挙げられる（平澤，2011）4）。これ
については笹森ら（2010）も，多くの支援教室が地域
の幼稚園・保育所との連携や保護者へ啓発を行ってお
り，乳幼児健診への職員派遣等，地域の母子保健や医
療とも連携しながら，地域における支援システムの一
員として機能している状況がうかがえるとしている17）。
以上のことから，新しい就学制度において就学先決
定を行う上で必要とされる早期からの教育相談・支援
やそれに伴う関係機関との連携において市町村教育委
員会が実施する支援教室の有効性が考えられる。次
に，早期からの支援を充実させるために文部科学省が
行った取り組みである「発達障害早期総合支援モデル
事業」について述べる。

１．３ 発達障害早期総合支援モデル事業について
支援教室を含む障害幼児への早期支援については，

発達障害者支援法で，発達障害の早期発見・早期支援
を行うことが国及び地方公共団体の責務として明記さ
れたことをうけ，現在まで継続して体制を整える取り
組みが行われてきた。
これまでに行われた取り組みを見ると，文部科学省
が2007年度から2009年度にかけて実施した「発達障
害早期総合支援モデル事業」（以下，モデル事業）が
ある。本事業は，応募により決定した27地域を指定
地域とし，早期からの総合的な支援の在り方について

都道府県 地域名
1 茨城県 水戸市
2 栃木県 栃木市
3 栃木県 小田原市
4 群馬県 前橋市
5 山梨県 山梨県 山梨市、笛吹市、甲州市）
6 長野県 長野県（塩尻市）
7 滋賀県 日野市
8 京都府 福知山市

9 大阪府 大阪府（豊能町、池田市、豊中市、高槻市、八尾市、
富田林市、大阪狭山市、泉大津市、泉南市）

10 奈良県 奈良市
11 鳥取県 鳥取県（倉吉市、大山町）
12 島根県 島根県 松江市）
13 岡山県 笠岡市
14 山口県 山口県（宇部市、萩市）
15 徳島県 徳島市
16 福岡県 久留米市
17 福岡県 前原市

都道府県 地域名
1 秋田県 秋田県（横手市）
2 群馬県 桐生市
3 群馬県 藤岡市
4 群馬県 昭和村
5 長野県 駒ケ根市
6 長野県 池田町
7 大阪府 大阪府（河内長野市、岸和田市）
8 愛媛県 新居浜市
9 福岡県 芦屋町
10 鹿児島県 鹿児島県（霧島市）

表２ 2007年度モデル事業指定地域（右）と2008年度モデル事業指定地域（左）
（文部科学省（2008）より引用）
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教育委員会及び教育関係機関を主体に実践的な研究を
行ったものである。対象となった27地域を表2に表
す。なお，地域名に府県名がある地域は，府県と括弧
内の市町が合同で事業を実施した地域である。モデル
事業の趣旨は，発達障害者支援法に明記された発達障
害者への早期発見・早期支援の取り組みを行うため，
教育委員会及び教育関係機関が，医療，保健，福祉等
の関係機関と連携し，発達障害の早期発見並びに発達
障害のある幼児及びその保護者に対する相談，指導，
助言等の早期支援を行うことによって，早期からの総
合的な支援の在り方について実践的な研究を実施し，
もって，全国の自治体への情報発信を行うもの，とさ
れている（文部科学省，2008）12）。「発達障害早期総
合支援モデル事業実施要綱」によると，事業の内容と
して①早期総合支援モデル地域協議会の設置，②相
談・指導教室の設置，③教育相談会・講演会の開催，
④早期発見・早期支援に関する研究，⑤学校等への円
滑な移行方法の工夫，⑥関連事業等との連携，が挙げ
られている（文部科学省，2008）12）。各指定地域は，
6項目についてそれぞれ独自の取り組みを行い，1年
もしくは 2年の事業終了時に研究結果を報告書にまと
めている。事業内容の中に②相談・指導教室の設置を
組み込んでいるように，多くの自治体で通級指導教室
幼稚部において個別の支援を実施しており，通級指導
教室の中で相談活動を行うことで相談機会を広げた，
などの報告もあった（石塚，2011）7）。以上のことか
ら，モデル事業指定地域では，他の地域よりも早い段
階から早期支援体制を築いてきており，支援教室等も
行ってきていると考えられる。しかし，モデル事業で
の取り組みに関しては，事業終了時に提出されている
報告書の他に，一部地域が実践報告を行っているもの
の，多くの地域はその後の取り組みや成果等を報告し
ていない。そのため，現在の障害幼児への支援体制は
明らかになっていない地域が多い。

１．４ 問題提起と研究目的
2013年の学校教育法施行令改正により，就学制度

が改められ，各自治体は新しい就学先決定の仕組みに
対応した取り組みを行うことが求められている。しか
し，現在の就学制度の中で各自治体の就学先決定に関
わる取り組みの実態を調査した研究は見られない。ま
た，障害幼児のスムーズな就学には，早期支援に関わ
る機能として支援教室の有効性が考えられる（平澤，
2011；小林ら，2001；笹森ら，2010）4）10）17）。支援教
室に関する先行研究では，その取り組みに関する報告
や実態，支援教室が発達障害のある子供や保護者にも

たらす効果を実証した研究があるものの（平澤，
2011；平澤ら，2010；笹森ら，2010）4）5）17），就学先
決定に向けた支援体制という視点から支援教室の有効
性を検証した研究は見られない。障害幼児への早期支
援を行う場であるとともに教育委員会が実施している
支援教室は，先行研究で実証されている子供や保護者
への効果（平澤，2011）4）だけでなく，幼児期から学
齢期にかけて子供の情報を引き継ぎ・共有する機能や
関係機関と連携するための機能としても働いていると
考えられる。そのため，支援教室の有無が就学先決定
に向けた取り組みや関係機関との連携にどのような影
響を与えているかを検討する必要がある。
日本における支援教室の実施は，法的根拠がない現
状において，地方公共団体の範疇で充実させることは
難しいとされている（平澤，2011）4）。実際に，平澤
ら（2010）では，全国の市区町村教育委員会1 842 ヵ
所に行った調査（回収率77％）の中で，幼稚園に支
援教室を設置している教育委員会は全体の3％，小学
校に設置している教育委員会は全体の17％であった
5）。また，笹森ら（2010）では，全国の難聴，言語障
害学級と通級指導教室を設置している小学校や幼稚園
などに対する質問紙調査を行っており（回収率
59 4％），回答した1 299機関のうち幼児を指導してい
るのは400機関（31％）であったと報告している17）。
そこで，本研究では，就学先決定に向けた支援体制
を検討するために，全国的にみても先進的かつ同時期
から障害幼児への早期支援に取り組んできていると考
えられるモデル事業指定地域の教育委員会を対象とし
て，支援教室の実施有無と就学先決定に向けた取り組
み及び関係機関との連携状況との関係を明らかにする
ことを目的とする。なお，本研究においては，教育委
員会が幼児を対象に指導を行う教室を支援教室とす
る。就学先決定に向けた取り組みにおいては，支援教
室が早期からの教育相談・支援の場として働くことや
教育委員会が実施している取り組みであることから，
就学期以前から保護者へ情報提供を行えることや個別
の教育支援計画などの引き継ぎ資料の作成・活用を行
いやすいことが考えられる。また，関係機関との連携
については，先行研究（平澤，2011，笹森ら，2010）
4）17）にもあるように，支援教室が関係機関と連携する
ための機能として働くと考えられ，支援教室を実施し
ている教育委員会の方が多くの機関と連携しているこ
とが予想される。
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２．方法

２．１ 調査対象
2007年度～ 2009年度にかけて文部科学省が実施し

た「発達障害早期総合支援モデル事業」で指定を受け
た18府県40市町の教育委員会40 ヵ所を対象とした。

２．２ 調査期間・方法
調査期間は2016年11月であった。調査方法は郵送

による質問紙の送付，回収により行った。

２．３ 調査項目
分析対象となる教育委員会における支援教室の実施

状況，就学先決定に向けた体制の整備状況，関係機関
との連携状況について調査を行った。

２．３．１ 支援教室の実施状況
「発達障害早期総合支援モデル事業実施要綱」（文部
科学省，2008）12）を参考に，①早期からの教育相談・
支援の実施有無②支援教室の実施状況の2項目を作成
した。さらに，②支援教室の実施状況については，
「対象としている幼児の年齢段階」，「年齢段階別の対
象児数」，「支援教室への紹介元」について質問した。
回答は，選択肢及び記述であった。

２．３．２  就学先決定に向けた取り組み
「教育支援資料」（文部科学省，2013）13）の就学先
決定プロセスを参考に，①情報提供のための取り組み
②合意形成を図るために行っていること③子どもの
ニーズを把握するために行っていること④意見が一致
しない場合の対応の 4項目とした。回答は，調査項目
①のみ選択肢，その他は自由記述である。

２．３．３ 関係機関との連携状況
関係機関（幼児施設，保健機関，福祉機関，医療機

関）との連携や共通理解の方法について自由記述によ
る回答を求めた。

２．４ 回収状況
回答が得られたのは40 ヵ所の教育委員会のうち，
13 ヵ所（回収率32 5％）であった。

２．５ 分析の手続き
２．５．１ 支援教室の実施状況
調査項目①で，「教育相談」「巡回相談」「支援教室」

の実施有無を聞き，「支援教室」を選択している場合

を支援教室実施あり群（以下，実施あり群），選択し
ていない場合を支援教室実施なし群（以下，実施なし
群）として分類した。また，調査項目②の「対象とし
ている幼児の年齢段階」，「年齢段階別の対象児数」は
選択及び記述，「支援教室への紹介元」は，選択して
いる項目で分析した。

２．５．２  支援教室の実施有無と就学先決定に向
けた取り組みとの関係

文部科学省（2013）13）から就学先決定に向けた取り
組みを抽出し，項目を作成した。作成した項目を表3
に表す。

抽出・作成した項目を基に，調査項目①は該当項目を
選択している場合，自由記述は抽出項目をキーワードと
して記述があった場合「実施あり」として分類した。大
項目ごと（「検討に向けた準備」，「就学先の検討」，「「学
びの場」の柔軟な見直し等」，「教育相談体制の整備」）
に平均実施率を算出し，実施あり群と実施なし群の結
果を比較した。また，各小項目について，実施あり群と
実施なし群の取り組みの実施率を比較した。

２．５．３  支援教室の実施有無と関係機関との連携
の関係

関係機関との連携有無については，幼児施設（幼稚
園・保育所・認定こども園），保健機関，福祉機関，
医療機関それぞれに対して何らかの連携方法を記述し
ている場合を「連携している」として①教育委員会
1 ヵ所あたりの連携機関数，②機関種別の連携有無に
ついて分析した。

検討に向けた準備
◇啓発資料の活用
◇早期からの教育相談
◇就学に関するガイダンス
就学先の検討
◇これまでの教育及び支援機関からの情報収集
◇行動場面の観察
◇学校見学
◇体験入学
◇保護者からの意見聴取
◇専門家からの意見聴取
◇本人・保護者、教育委員会、学校での三者協議
◇合意形成に至らなかった場合の対応
◇個別の教育支援計画等（引継ぎ資料）の作成
「学びの場」の柔軟な見直し等
◇個別の教育支援計画等を通した支援会議の継続
◇継続的な教育相談を行う場の設置
教育相談体制の整備
◇地域における協議会等の設置

表３ 就学先決定に向けた取り組みの抽出項目
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４．考察

４．１ 支援教室の実施状況
本研究の対象としたモデル事業指定地域の教育委員

会のうち，支援教室を設置していたのは，6 ヵ所
（42 6％）であり，半数程度の割合で実施されていた。
この結果は，先行研究における支援教室の実施率（平
澤ら，2010；笹森ら，2010）5）17）よりもやや高い実施
率であった。これは，モデル事業の実施内容の一つに
「相談・指導教室の設置」が含まれていたことが影響し
ていると考えられる。一方で，先進的に早期支援に取
り組んできたモデル事業であっても支援教室の実施率
は半数程度であることから，平澤（2011）のいうよう
に，幼児への指導を行う支援教室に法的根拠のない現
在では，設置・運営が難しい状況が考えられる4）。対
象児の年齢段階については，年齢段階が上がるごとに
対象とする教育委員会が増加しており，全ての教育委
員会が年長児を対象としていた。さらに，年齢段階ご
との平均対象児数についても年長児が最も多い結果と
なった。これは，支援教室での指導に至った紹介元と
して幼児施設からの紹介が最も多かったことからも，
幼稚園等での集団生活を通して気づかれた発達障害児
が指導に至っていることが考えられる。また，笹森ら
（2010）は，特別支援学校幼稚部在籍者以外の乳幼児
期の子供の支援において，年少児から年長児に上がる
につれて支援している子供の数が増えていたと報告し
ている17）。そのため，本研究の結果から，支援教室に
ついても同様の傾向がみられると考えられる。

４．２  支援教室の実施有無と就学先決定プロセスに
関わる取り組みとの関係

赤塚ら（2013）は，就学期の移行支援において相
談・支援の体制整備が重要としている1）。本研究で作
成した就学先決定に向けた取り組みの大項目における
平均実施率では，「検討に向けた準備」，「就学先の検
討」で実施あり群が実施なし群よりも20％程度高い
結果となった。一方，「「学びの場」の柔軟な見直し
等」，「教育相談体制の整備」では，実施なし群の平均
実施率が高い結果となった。しかし，それぞれの小項
目で実施している教育委員会数を見ると，「「学びの
場」の柔軟な見直し等」の項目では，実施している教
育委員会が1ヵ所以下と少なく，「教育相談体制の整
備」では，実施あり群，実施なし群ともに実施してい
ない教育委員会は1ヵ所のみであるなど，大きな差は
見られなかった。また，小項目では「保護者からの意
見聴取」，「地域における協議会等の設置」，「個別の教

育支援計画等を通した支援会議の継続」以外全ての項
目で実施あり群が実施なし群よりも高い実施率を示し
ていた。相談機能も有する支援教室（笹森ら，2010）17）

を設置する実施あり群の方が，多くの項目で実施率が
高いことからも赤塚ら（2013）1）のいう就学期の移行
支援での相談・支援の体制整備の重要性が伺える。ま
た，河口（2015）は，小学校への移行支援における就
学支援シートを用いた良好な移行事例に対して，早期
から移行支援の意識付けができる環境を整えることが
必要としている9）。教育委員会が実施している支援教
室は，先行研究においても幼児期から学齢期への就学
をスムーズにする働きがあると考えられている（金曽
ら，2006；笹森ら，2010；高畑，2017）8）17）18）。本研
究においても実施あり群は，「個別の教育支援計画等
（引き継ぎ資料）の作成・共有」の実施率が高く，両
群の差が最も大きい項目であった。これは，本研究で
実施あり群は子供の情報を引き継ぎ・共有しやすいと
いう予想と一致した。このことから，教育委員会が支
援教室を実施している地域では，保護者に対して早期
から就学を意識付けできる環境が整っており，個別の
教育支援計画等の引き継ぎ資料も作成・共有しやすい
ことが考えられる。
一方で「合意形成に至らなかった場合の対応」，「個
別の教育支援計画等を通した支援会議の継続」，「継続
的な教育相談を行う場の設置」の項目に関しては，両
群とも実施している教育委員会は 1 ヵ所以下（20％
以下）であり，支援教室の実施有無にかかわらず，多
くの自治体であまり体制が整備されていないことが分
かった。これらの項目は，合意形成や「学びの場」の
見直しという新しい就学先決定の仕組みの中で新たに
明記された内容である。文部科学省（2013）13）では，
就学先決定プロセスにおいて合意形成や「学びの場」
の見直しについて明確なモデルや方法までは言及して
おらず，先行研究においてもそれらを検討した研究は
見られない。したがって，就学時におけるこれらの取
り組みについては必要事項や必要な体制についての指
示や文言がなく，各自治体の教育委員会においても模
索状態であり，本研究でも実施率が他の項目に比べ著
しく低かったと考えられる。

４．３ 支援教室の実施有無と関係機関との連携の関係
1 教育委員会あたりの連携機関数について，実施あ

り群は，1 ヵ所を除いて 5 ヵ所の教育委員会が幼児
施設，保健機関，福祉機関，医療機関全てとつながり
をもっていた。本研究における支援教室での指導に
至った紹介元として，保健センター，療育施設，幼児
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施設からの紹介，教育委員会以外の機関による巡回相
談から指導につながっていた。そのため，支援教室で
指導していくにあたって各関係機関と関係を構築して
きていることが考えられる。また，支援教室を実施し
ている全ての教育委員会が年長児を指導対象としてお
り，対象児数について回答のあった 5 ヵ所の支援教
室における平均対象児数も年長児が最も多い結果と
なった。このことから，幼児施設等の乳幼児期に障害
幼児が関わる機関から支援教室へ，という支援開始ま
での流れができており，笹森ら（2010）が指摘するよ
うな地域における支援システムの一員として機能して
いることが考えられる17）。一方で，実施なし群は，4
機関全てとつながりをもつ教育委員会は 2 ヵ所であ
り，4 ヵ所の教育委員会はつながりのある機関が2機
関以下であった。子吉（2010）は，就学前機関である
保健センターと学齢期への移行時に関わる教育委員会
の双方で移行支援の体制を整備する中，実際は就学を
機に支援が途切れるとしている14）。本研究において
も，機関種別の連携状況をみると，実施なし群では，
保健機関と連携している教育委員会数が最も少なかっ
た。西尾ら（2009）は，就学前後の機関での情報共有
の機会に関して，文章や話し合いによる情報共有の機
会は，障害の程度をはじめとした幼児のニーズによら
ず，就学直前の 3月または 4月に 1回のみ行われるも
のがほとんどとしている15）。そのため，支援教室のよ
うに就学期以前から子供の情報を引き継ぎ・共有する
機能をもたない実施なし群では，支援が分断している
可能性があり，連携機関数が少ない教育委員会が多
かったと考えられる。
機関種別の連携有無についても，実施あり群は，医

療機関とつながりをもたない教育委員会が 1 ヵ所あ
るものの，その他の教育委員会は全ての機関と連携し
ていた。したがって，平澤（2011）4）の指摘する関係
機関をつなぐ役割が支援教室にはあることが考えられ
る。一方で，実施なし群は，全ての機関において連携
率が実施あり群よりも低く，特に，保健機関及び医療
機関と連携していた教育委員会は半数以下であった。
子吉（2010）は，就学前から学齢期への移行支援の実
態を明らかにするため教育委員会と保健センターに質
問紙調査を行っている14）。ここでは，保健センターと
教育委員会が連絡を取り合うことがほとんどない実態
を明らかにしており，この要因として任命権者の異な
る機関間の連携の困難さを挙げている（子吉，2010）
14）。これは，本研究で実施なし群の多くが保健機関と
連携していなかった結果と同様である。このことか
ら，実施なし群において特に，任命権者が異なる保健

機関や医療機関とは連絡を取り合うことも少なく，連
携が困難な状況と考えられる。以上から，実施あり群
の方が多くの機関と連携が取れている状況が考えられ
た。この結果は，本研究で予想した結果と一致してい
た。

５．まとめと今後の課題

本研究では，就学先決定に向けた支援体制を検討す
るために，全国的にみても先進的かつ同時期から障害
幼児への早期支援に取り組んできていると考えられる
モデル事業指定地域の教育委員会を対象として，支援
教室の実施有無と就学先決定に向けた取り組み及び関
係機関との連携状況との関係を明らかにすることを目
的とした。
就学先決定に向けた取り組みについて，支援教室実
施あり群は，実施なし群よりも多くの項目で実施率が
高い結果となった。これについて，支援教室は幼児へ
の支援に加えて，相談機能も有することから，赤塚ら
（2013）1）の指摘する移行支援における相談・支援体
制整備の重要性が伺え，支援教室もその重要な役割を
担うことが示唆された。また，「個別の教育支援計画
等（引き継ぎ資料）の作成・共有」について，実施あ
り群となし群の差が最も大きかった。早期からの相
談・支援を実施しており，保護者ともかかわりの深い
実施あり群の方が個別の教育支援計画等の子供の情報
を引き継ぐ資料を作成しやすい状況が考えられた。し
かし，支援教室の実施有無にかかわらず，就学先決定
に向けた取り組みのうち合意形成や「学びの場」の見
直しに関する項目の実施率が著しく低いことが明らか
となった。今後は，就学支援において必要な合意形成
プロセスや「学びの場」の見直し方法について実践を
重ね，検討する必要があると考えられる。
関係機関との連携については，支援教室を実施して
いる教育委員会では，早期発見・早期支援という流れ
が構築されており，笹森ら（2010）17）のいう早期支
援システムの一員として機能している状況が考えられ
た。また，支援教室には平澤（2011）4）のいう関係機
関をつなぐ役割があり，就学前機関と教育機関が分断
することなく任命権者の異なる保健機関や医療機関と
も連携できていることが考えられた。しかし，本研究
では連携の内容までは踏み込むことができなかった。
そのため今後は，早期支援システムの中で関係機関と
どのような連携をとることが必要かを明らかにする必
要がある。
以上より，教育委員会の実施する支援教室は，就学
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先決定に向けた体制の整備や関係機関との連携に有効
に働くことが示唆された。しかし，平澤（2011）も指
摘するように，法的根拠のない支援教室を，自治体の
範疇で充実させるのは難しい4）。これは，本研究にお
いて先進的に早期からの支援に取り組んできたと考え
られるモデル事業地域であっても支援教室を実施して
いたのは半数程度だったことからも設置・運営の難し
さが考えられる。一方で，障害幼児への早期からの相
談・支援は教育機関以外でも実施されており，それを
活用したさまざまな早期支援システムが報告されてい
る（宮田，2015；税田，2012）11）16）。このように地域
の実態に応じたさまざまなシステムがあることに対し
て，井上ら（2013）は，地域の実態に合った総合的な
早期支援モデルの検討を行う必要があるとしている6）。
本研究では，支援教室を対象として就学先決定に向け
た取り組みや関係機関との連携を見てきたが，障害幼
児の就学先決定に向けた支援体制に必要なのは，支援
教室という場のみではなく，支援教室のように子供の
情報を引き継ぎ・共有する機能や関係機関と連携する
ための機能であると考える。そのため，今後は，教育
機関に限定せずに子供の情報を引き継ぎ・共有する機
能や関係機関と連携するための機能に焦点を当て，子
供や保護者への就学を見据えた支援体制の在り方を検
討していきたい。
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障害幼児の就学先決定に向けた支援体制に関する研究

――教育委員会の運営する支援教室との関係から――

佐藤 麗奈＊1・今枝 史雄＊2・菅野 敦＊3

, 

教育実践研究支援センター

Abstract

Keywords:

Center for the Research and Support of Educational Practice, Tokyo Gakugei University, 4-1-1 Nukuikita-machi, Koganei-

shi, Tokyo 184-8501, Japan

要旨: 本研究では，障害幼児の就学先決定に向けた支援体制を検討するために，全国的にみても先進的かつ
同時期から障害幼児への早期支援に取り組んできていると考えられるモデル事業指定地域の教育委員会を対象
として，支援教室の実施有無と就学先決定に向けた取り組み及び関係機関との連携状況との関係を明らかにす
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ることを目的とした。結果，支援教室を実施している教育委員会の方が，就学先決定に向けた体制が整ってお
り，多くの関係機関と連携していることが示唆された。就学先決定に向けた体制では，保護者に対して早期か
ら就学を意識付けできる環境が整えられ，個別の教育支援計画等の引き継ぎ資料の作成・共有がしやすい状況
であった。また，関係機関との連携において，支援教室は地域における早期支援システムの一員として機能し
ており，指導を行うために多くの機関と関係を構築していることが分かった。今後の課題として，法的根拠の
ない支援教室を充実させることは難しいと考えられるため，支援教室のもつ子供の情報を引き継ぎ・共有する
機能や関係機関と連携する機能に焦点を当てて就学を見据えた支援体制を検討していく必要があると考えられ
た。

キーワード:障害幼児，就学先決定，支援教室，早期支援
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